
（1）追加（新規）：　1件
　　○　地域資源を活用した粉炭づくりによる地域の課題解決および活性化
　　　 （日高村）
　　

（2）削除（廃止）：▲１件
　　　

　　○　地域商業活性化拠点「はれのば」を核とした中心市街地の活性化　
       （四万十市）

  (3)　統合：　２件　→　１件
　
　　○　～しまんとがわのまんなか～四万十町観光交流促進事業（四万十町）
　　○　四万十町観光交流拠点施設の整備（四万十町）
　　

 

地域アクションプランの令和８年度の追加・削除等項目（案）

　
　地域アクションプランの目標の達成に向けて、産業振興推進地域本部を中心に、事業者等の取り組みをきめ細かく支援する。
　あわせて、市町村等と連携し、地域の新たなチャレンジをしっかりと伴走支援していく。
　

　　　　

 地域アクションプランの支援の方向性

R7年度
（第5期ver.2）

R8年度
（第5期ver.3）

AP数
R8.1月時点

増減 AP数 追加 削除 統合 計
安芸 20 　 20

物部川 19 19
高知市 14 　 14
嶺北 16 16

仁淀川 33 1  1 34

高幡 24 (2→1)
▲１ ▲1 23

幡多 30 ▲1 ▲1 29　
合計 156 1 ▲1 ▲1 ▲1 155

 地域アクションプランの増減　　R7年度 156件 → R8年度 155件

（２）地域の新たなチャレンジを支援
      ①引き続き、市町村や商工会等と連携し、地域の新しい動きに関する情報
        収集に努めるとともに、起業を目指す地域おこし協力隊等への個別訪問等
        により、 地域の新たなチャレンジを支援。
     

（１）地域アクションプランの実行支援
　　　①今後産振補助金の活用が見込まれる事業者の事業計画作成を支援。
　　　　 必要に応じて産業振興アドバイザーを投入。
      ②雇用奨励金事業の活用促進に向け、事業者や市町村への周知を徹底
         するとともに、活用が見込まれる事業者への支援を強化。
      

     ②地域に若者の雇用を生み出すため、地域アクションプランのあり方について
        検討。
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